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日本看護協会では、看護職全体のマネジメントの質の向上を目指し、認定看護管理者教育課程を 

見直し、「 看護管理研修「（加研研修を含む）」及び「 新たな認定看護管理者教育課程」の 2つの研修が

スタートします。  

広島県看護協会では、現行の認定看護管理者教育課程を 2027（令和 9）年度で終了します。 

 

 看護管理研修（加研研修を含む）」は、 ファーストレベル」 セカンドレベル」に相当する研修

に位置づけられます。 

 新たな認定看護管理者教育課程」は サードレベル」と「 セカンドレベル」の一部を再編した研

修となります。 

   

 新たな認定看護管理者教育課程」を受講するための要件は、次のいずれかです。 

 1 『セカンドレベル』修了者 

2 『看護管理研修（加研研修を含む）』の全 16研修の修了者 

3 『ファーストレベル』修了者で、『看護管理研修』で指定された『加研研修（9 研修）』の    

修了者 

 

教育･研修の構成・内容及び方法については、改めてお知らせします。 

 

 

《広島県看護協会認定看護管理者教育課程改正に伴うスケジュール表》 

 

 

               【問合せ先】 

認定教育部 TEL 082-503-2382 

 

現行の認定看護管理者教育課程と「看護管理研修（付加研修含む）及び「新たな認定看護管理者教育課程」

2026 2027 2028 2029 2030

ファーストレベル 　　　　　　　　　終了

セカンドレベル 　　　　　　　　　終了

サードレベル 　　　　　　終了

看護管理研修（付加研修を含む）

新たな認定看護管理者教育課程

現行の認定看護管理者教育課程


